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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に２次元に配列された複数の光電変換素子からなる受光部と、該受光部の各行又
は各列の前記光電変換素子と電気的に接続され、前記受光部の外部に配された複数の電気
接続部と、を有するセンサーパネルと、
　少なくとも該受光部上に配置された、放射線を前記光電変換素子が感知可能な光に変換
する、柱状結晶構造を有する蛍光体層と、
　該蛍光体層を被覆し前記センサーパネルと接する、ホットメルト樹脂からなる蛍光体保
護部材と、を有する放射線検出装置において、
　前記蛍光体保護部材は、前記蛍光体層と前記電気接続部との間の前記センサーパネル上
に、前記蛍光体層の側面と接して配置された枠部材と、前記蛍光体層の上面を被覆し、且
つ前記枠部材の上面と密着して配置された蛍光体保護層と、を有し、
　前記蛍光体保護層は前記枠部材の上面において加熱圧着された加熱圧着部を含み、前記
蛍光体保護層の前記加熱圧着部の膜厚は前記加熱圧着部以外の膜厚より薄いことを特徴と
する放射線検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の放射線検出装置と、
  前記放射線検出装置からの信号を処理する信号処理手段と、
  前記信号処理手段からの信号を記録するための記録手段と、
  前記信号処理手段からの信号を表示するための表示手段と、



(2) JP 4266898 B2 2009.5.20

10

20

30

40

50

  前記信号処理手段からの信号を伝送するための伝送処理手段と、
  前記放射線を発生させるための放射線源とを具備することを特徴とする放射線検出シス
テム。
【請求項３】
　基板上に２次元に配列された複数の光電変換素子からなる受光部と、該受光部の各行又
は各列の前記光電変換素子と電気的に接続され、前記受光部の外部に配された複数の電気
接続部と、を有するセンサーパネルと、
　少なくとも該受光部上に配置された、放射線を前記光電変換素子が感知可能な光に変換
する蛍光体層と、
　を有する放射線検出装置の製造方法であって、
　前記受光部と前記電気接続部との間の前記センサーパネル上に枠部材を形成する工程と
、
　前記枠部材で囲まれた前記センサーパネル上に蒸着により柱状結晶構造を有する前記蛍
光体層を配する工程と、
　前記蛍光体層の上面を被覆し、且つ前記枠部材の上面と密着するホットメルト樹脂から
なる蛍光体保護層を形成する工程と、
　前記枠部材の上面において、前記蛍光体保護層を加熱圧着手段で加熱圧着して、前記蛍
光体保護層の加熱圧着部の膜厚を前記加熱圧着部以外の膜厚より薄くする工程と、
　を有することを特徴とする放射線検出装置の製造方法。
【請求項４】
　前記蛍光体保護層を形成する工程は、反射層保護層と反射層と前記蛍光体保護層とを備
えたフィルムシートと、前記枠部材及び前記蛍光体層が形成されたセンサーパネルとを、
前記蛍光体保護層で接着固定する工程を含んでいることを特徴とする請求項３に記載の放
射線検出装置の製造方法。
【請求項５】
　柱状結晶構造の前記蛍光体層を形成する工程は、前記蛍光体層の形成領域以外をマスク
するマスク部材が枠部材で支持されるように、該マスク部材を配置して行われる請求項３
に記載の放射線検出装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、医療診断機器、非破壊検査機器等に用いられるシンチレーターパネル、放射線
検出装置および放射線撮像システムに関し、特に、Ｘ線撮影等に用いられるシンチレータ
ーパネル、放射線検出装置および放射線撮像システムに関する。なお、本明細書では、Ｘ
線の他、α線、β線、γ線等の電磁波も、放射線に含まれるものとする。
【背景技術】
【０００２】
　従来、Ｘ線蛍光体層が内部に備えられた蛍光スクリーンと両面塗布剤とを有するＸ線フ
ィルムシステムが一般的にＸ線写真撮影に使用されてきた。しかし、最近、Ｘ線を可視光
に変換する波長変換体としての蛍光体層と光電変換素子を２次元に配列して構成された２
次元光検出器とを有するデジタル放射線検出装置の画像特性が良好であること、また、デ
ーターがデジタルデーターであるためネットワーク化したコンピュータシステムに取り込
むことによってデーターの共有化が図られる利点があることから、デジタル放射線検出装
置について盛んに研究開発が行われ、種々の特許出願もされている。
【０００３】
　これらデジタル放射線検出装置の中でも、高感度で高鮮鋭な装置として、特許文献１に
開示されているように、複数のフォトセンサー及びＴＦＴ （Thin Film Transistor）等
の電気素子が２次元に配置されている光電変換素子部からなる光検出器上（「センサーパ
ネル」とも言う）に、放射線をフォトセンサーで検出可能な光に変換するための蛍光体層
を形成してなる放射線検出装置が知られている。
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図１１は従来の放射線検出装置を示す断面図である。図１２は、前述の蛍光体層を複数の
フォトセンサー及びＴＦＴ等の電気素子が配置されている光電変換素子部からなる２次元
のセンサーパネル状に形成した放射線検出装置の断面図である。図１２中、１０１はガラ
ス基板、１０２はアモルファスシリコンを用いたフォトセンサーであり、ＴＦＴとで光電
変換部を構成する。また、１０３は配線、１０４は接続リード、１０５は窒化シリコン等
よりなるセンサー保護層（第１の保護層）、１１１は樹脂膜等よりなる蛍光体下地層（第
２の保護層）である。１１２はアルカリハライドよりなる柱状構造結晶を有する蛍光体層
、１１３、１１５は有機樹脂よりなる蛍光体保護層並びに反射層保護層、１１４は反射層
である。また、１１６は蛍光体保護層１１３を形成する前にセンサーパネル上に蛍光体外
周に形成される保護樹脂、さらに１１７は、蛍光体保護層１１３や反射保護層１１５の保
護膜端部を封止し、外界の水分の進入を防止し、耐久性を向上させるものである。1０４
は、外部の電気回路との接続を行うための接続リードであり、フレキシブル配線板等を異
方性導電接着フィルム等を用い電気的に接続される。これら全体で放射線検出装置を構成
するものである。
【特許文献１】特開２０００－２８４０５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来例において、センサーパネル上に蛍光体層１１２を形成する際
、蛍光体が付着しては困る接続リード１０４をマスキングする必要がある。
この場合、蛍光体層を蒸着する装置にセンサーパネルをセットする際のホルダーの形状を
、電気接続リード１０４を覆うようにして近接配置させることで蛍光体の付着を防止する
ことが可能であるが、蛍光体層形成後にホルダーを取外す際に、センサーパネルに帯電し
た静電気がホルダー等に放電し、電気接続リード１０４を介してセンサーパネル上に形成
されたフォトセンサー１０２やＴＦＴの特性変化や配線の断線が発生するという問題が生
じる恐れがある。また、蛍光体層形成装置にセットする前にポリイミドテープ等を用い接
続リードを覆うように貼り付けマスキングすることでも可能であるが、蛍光体層形成後に
マスキングテープを剥す際にテープの剥離帯電により、同様にセンサーパネルが帯電し、
ハンドリングの接触等により放電を引き起こし同様の不具合が発生するという問題が生じ
る恐れがある。
また、前述の従来の放射線検出装置の構成やマスキング方法では、マスキングが不完全で
電気接続リード１０４に蛍光体層の付着が発生したり、テープの残渣が残ったりしたため
、接続リード１０４を溶剤等で洗浄処理が必要となり作業の増加を招いている。
【０００５】
　また、本従来例における蛍光体保護層１１３、反射層保護層１１５は、真空蒸着装置を
必要とするＣＶＤ法（気相成長法）により形成するが、装置が高価で且つ形成時間が非常
に長くコスト高を招いている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の放射線検出装置は、基板上に２次元に配列された複数の光電変換素子からなる
受光部と、該受光部の各行又は各列の前記光電変換素子と電気的に接続され、前記受光部
の外部に配された複数の電気接続部と、を有するセンサーパネルと、
　少なくとも該受光部上に配置された、放射線を前記光電変換素子が感知可能な光に変換
する、柱状結晶構造を有する蛍光体層と、
　該蛍光体層を被覆し前記センサーパネルと接する、ホットメルト樹脂からなる蛍光体保
護部材と、を有する放射線検出装置において、
　前記蛍光体保護部材は、前記蛍光体層と前記電気接続部との間の前記センサーパネル上
に、前記蛍光体層の側面と接して配置された枠部材と、前記蛍光体層の上面を被覆し、且
つ前記枠部材の上面と密着して配置された蛍光体保護層と、を有し、
　前記蛍光体保護層は前記枠部材の上面において加熱圧着された加熱圧着部を含み、前記



(4) JP 4266898 B2 2009.5.20

10

20

30

40

50

蛍光体保護層の前記加熱圧着部の膜厚は前記加熱圧着部以外の膜厚より薄いことを特徴と
する。
　本発明の放射線検出装置の製造方法は、基板上に２次元に配列された複数の光電変換素
子からなる受光部と、該受光部の各行又は各列の前記光電変換素子と電気的に接続され、
前記受光部の外部に配された複数の電気接続部と、を有するセンサーパネルと、
　少なくとも該受光部上に配置された、放射線を前記光電変換素子が感知可能な光に変換
する蛍光体層と、
　を有する放射線検出装置の製造方法であって、
　前記受光部と前記電気接続部との間の前記センサーパネル上に枠部材を形成する工程と
、
　前記枠部材で囲まれた前記センサーパネル上に蒸着により柱状結晶構造を有する前記蛍
光体層を配する工程と、
　前記蛍光体層の上面を被覆し、且つ前記枠部材の上面と密着するホットメルト樹脂から
なる蛍光体保護層を形成する工程と、
　前記枠部材の上面において、前記蛍光体保護層を加熱圧着手段で加熱圧着して、前記蛍
光体保護層の加熱圧着部の膜厚を前記加熱圧着部以外の膜厚より薄くする工程と、
　を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、蛍光体層の形成蒸着装置へのセットの際に、マスキング部分であるホ
ルダー部（マスク部材）を枠部材に密着させるようにセットして非蛍光体層形成領域のマ
スキングを行い、蛍光体層を堆積することにより、接続リードのマスキングがなされ蛍光
体層を形成できるとともにセンサーパネル上の接続リードとホルダーとのクリアランスが
保たれ、不用意にホルダーが接続リードに近接するこが防止できる。よって、センサーパ
ネルに帯電した静電気の放電を防止することができ、歩留まりの高く、安定した生産がで
きる。
【０００８】
　また、蛍光体層は側壁に形成した水分透過率の低い樹脂からなる枠部材と上面を覆う蛍
光体保護層で覆うことにより簡単な構成で耐湿信頼性を確保できる。蛍光体保護層にホッ
トメルト樹脂を用いれば安価な装置で短時間で蛍光体保護層の作製が可能である。よって
、低コストの放射線検出装置を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
以下、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。
【００１０】
　図１は、本発明に係わる放射線検出装置の一実施形態を示す断面図である。図１におい
て、１０１はガラス等からなる基板、１０２は光電変換素子であり、複数の光電変換素子
１０２及びＴＦＴ（不図示）を２次元状に配置して光電変換部（受光部）を形成している
。１０３は光電変換素子１０２またはＴＦＴに接続された配線、１０４は配線３と接続さ
れるボンディングパッド部などの接続リード、１０５は窒化シリコン等よりなるセンサー
保護層（第１の保護層）、１１１は樹脂膜等より形成された光電変換素子１０２の剛性保
護の役割を兼ねた蛍光体下地層（第２の保護層）である。これら構成要素１０１～１１１
によってセンサーパネル１００が構成される。１１２は蛍光体層で、１３は蛍光体層１１
２の上面を覆う蛍光体保護層である。１１は蛍光体層１１２の側壁に接し外周を覆うよう
に形成された枠体（枠部材）である。また、１４は反射層、１５は反射層保護層である。
上記構成要素１３、１１、１４、１５によって蛍光体保護部材が構成されている。接続リ
ード1０４は、異方性導電接着フィルム等を用いてフレキシブル配線板等と電気的に接続
され、外部の電気回路との接続がなされる。
【００１１】
　基板１０１は、光電変換素子１０２、配線１０３、及びＴＦＴ（不図示）からなる光電
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変換部（受光部）が形成されるものであり、材料として、ガラス、耐熱性プラスチック等
を好適に用いることができる。
【００１２】
　光電変換素子１０２は蛍光体層１１２によって放射線から変換された光を電荷に変換す
るものであり、例えば、アモルファスシリコンなどの材料を用いることが可能である。光
電変換素子１０２の構成は特に限定されず、ＭＩＳ型センサー、ＰＩＮ型センサー、ＴＦ
Ｔ型センサー等適宜用いることができる。
【００１３】
　配線１０３は、光電変換素子１０２で光電変換された信号をＴＦＴを介して読み出すた
めの信号配線の一部や、光電変換素子に電圧（Ｖｓ）を印加するバイアス配線、又はＴＦ
Ｔを駆動するための駆動配線を示す。光電変換素子１０２で光電変換された信号はＴＦＴ
によって読み出され、信号配線を介して信号処理回路に出力される。また行方向に配列さ
れたＴＦＴのゲートは行ごとに駆動配線に接続され、ＴＦＴ駆動回路により行毎にＴＦＴ
が選択される。
【００１４】
　センサー保護層（第１の保護層）１０５としては、ＳｉＮやＴｉＯ2 、ＬｉＦ、Ａｌ2 

Ｏ3 、ＭｇＯ等の他、ポリフェニレンサルファイド樹脂、フッ素樹脂、ポリエーテルエー
テルケトン樹脂、液晶ポリマー、ポリエーテルニトリル樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエ
ーテルサルホン樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド
樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等が挙げられる。特に保護層は、
放射線照射時に蛍光体層１１２によって変換された光が通過することから、蛍光体層１１
２が放出する光の波長において高い透過率を示すものが望ましい。
【００１５】
　蛍光体下地層（第２の保護層）１１１としては、蛍光体層形成工程での熱プロセス（柱
状結晶構造を有する蛍光体層の場合、例えば２００℃以上）に耐える材料であればいずれ
の材料でも良く、例えば、ポリアミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリイミド
樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等が挙げられる。
枠体（枠部材）１１は、蛍光体層１１２の蒸着時に非蒸着面を覆うホルダーとセンサーパ
ネルの非蒸着面表面との間に設けられて密着し、ホルダーとセンサーパネルとの近接を防
止する。また、枠体１１は蛍光体層の側面に接し、蛍光体層１１２の防湿保護の機能する
。したがって、枠体１１は蛍光体層形成領域を規定するとともに蛍光体保護層として機能
する。枠体１１の材料としては、例えば、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂
などの一般的な有機封止材料を用いることができるが、特に水分透過率の低い樹脂で蛍光
体下地層１１１と同様に、蛍光体層形成工程での熱プロセス（柱状結晶構造を有する蛍光
体層の場合、例えば２００℃以上）に耐える材料が望ましい。
【００１６】
　蛍光体層１１２は、放射線を光電変換素子１０２が感知可能な光に変換するものであり
、柱状結晶構造を有する蛍光体が好ましい。柱状結晶構造を有する蛍光体は、蛍光体で発
生した光が柱状結晶内を伝搬するので光散乱が少なく、解像度を向上させることができる
。ただし、蛍光体層１１２としては、柱状結晶構造を有する蛍光体以外の材料を用いても
よい。柱状結晶構造を有する蛍光体層１１１の材料としては、ハロゲン化アルカリを主成
分とする材料が好適に用いられる。例えば、ＣｓＩ：Ｔｌ、ＣｓＩ：Ｎａ、ＣｓＢｒ：Ｔ
ｌ、ＮａＩ：Ｔｌ、ＬｉＩ：Ｅｕ、ＫＩ：Ｔｌ等が用いられる。その作製方法は、例えば
ＣｓＩ：Ｔｌでは、ＣｓＩとＴｌＩを同時に蒸着することで形成できる。
蛍光体保護層１３は、蛍光体層１１２に対して、外気からの水分の侵入を防止する防湿保
護機能及び衝撃により構造破壊を防止する衝撃保護機能を有するものである。蛍光体層１
１２として柱状結晶構造を有する蛍光体を用いる場合、蛍光体保護層１３の厚さは２０～
２００μｍが好ましい。２０μｍ以下では、蛍光体層１１２表面の凹凸、及びスプラッシ
ュ欠陥を完全に被覆することができず、防湿保護機能が低下する恐れがある。一方、２０
０μｍを超えると蛍光体層１１２で発生した光もしくは反射層で反射された光の蛍光体保
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護層１３内での散乱が増加し、取得される画像の解像度及びＭＴＦ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏ
ｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆａｎｃｔｉｏｎ）が低下する恐れがある。蛍光体保護層１３の
材料としては、例えば、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂などの一般的な有
機封止材料や、またポリエステル系、ポリオレフィン系、ポリアミド系等のホットメルト
樹脂などを用いることができるが、特に水分透過率の低い樹脂が望ましい。蛍光体保護層
１３としては、ＣＶＤ蒸着で形成するポリパラキシリレンの有機膜が好適に用いられる。
また、蛍光体保護層１３として後述するホットメルト樹脂を好適に用いることができる。
【００１７】
　反射層１４は、蛍光体層１１２で変換して発せられた光のうち、光電変換素子１０２と
反対側に進行した光を反射して光電変換素子１０２に導くことにより、光利用効率を向上
させる機能を有するものである。また、反射層１４は、光電変換素子１０２に蛍光体層１
１２で発生された光以外の外部光線を遮断し、光電変換素子１０２にノイズが入ることを
防止する機能を更に有する。反射層１４としては、金属箔または金属薄膜を用いることが
好ましく、反射層１４の厚さは１～１００μｍが好ましい。１μｍより薄いと反射層１４
の形成時にピンホール欠陥が発生しやすく、また遮光性に劣る。一方、１００μｍを超え
ると、放射線の吸収量が大きく被撮影者が被爆する線量の増加につながる恐れがあり、ま
た、蛍光体層１１２とセンサーパネルの表面との段差を隙間無く覆うことが困難となる恐
れがある。反射層１１２の材料としては、アルミニウム、金、銅、アルミ合金、などの金
属材料を用いることができるが、特に反射特性の高い材料としては、アルミニウム、金が
好ましい。
【００１８】
　反射層保護層１５は、反射層１４の衝撃による破壊、及び水分による腐食を防止する機
能を有し、樹脂フィルムを用いることが好ましい。反射層保護層１５の材料としては、ポ
リエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、塩化ビニル、ポリエチレンナフタレート
、ポリイミド、などのフィルム材料を用いることが好ましい。反射層保護層１５の厚さは
１０～１００μｍが好ましい。本実施の形態においては、蛍光体保護層１３、反射層１４
、及び反射層保護層１５によって蛍光体保護部材が構成され、蛍光体層１１２及び蛍光体
保護部材によって波長変換体が構成されている。
蛍光体保護層１３として用いられるホットメルト樹脂は、水や溶剤を含まない、室温で固
体であり、１００％不揮発性の熱可塑性材料からなる接着性樹脂と定義される（Ｔｈｏｍ
ａｓ.ｐ.Ｆｌａｎａｇａｎ,Ａｄｈｅｓｉｖｅ Ａｇｅ,９,Ｎｏ３,２８（１９９６））。
ホットメルト樹脂は、樹脂温度が上昇すると溶融し、樹脂温度が低下すると固化されるも
のである。ホットメルト樹脂は、加熱溶融状態で、他の有機材料、および無機材料に接着
性をもち、常温で固体状態となり接着性を持たないものである。また、ホットメルト樹脂
は極性溶媒、溶剤、および水を含んでいないので、蛍光体層１１２（例えば、ハロゲン化
アルカリからなる柱状結晶構造を有する蛍光体層）に接触しても蛍光体層を溶解しないた
め、蛍光体保護層１３として使用され得る。ホットメルト樹脂は、熱可塑性樹脂を溶剤に
溶かし溶媒塗布法によって形成された溶剤揮発硬化型の接着性樹脂とは異なる。またエポ
キシ等に代表される化学反応によって形成される化学反応型の接着性樹脂とも異なる。
ホットメルト樹脂材料は主成分であるベースポリマー（ベース材料）の種類によって分類
され、ポリオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等を用いることができる。蛍光
体保護層１３として、防湿性が高く、また蛍光体から発生する可視光線を透過する光透過
性が高いことが重要である。蛍光体保護層１３として必要とされる防湿性を満たすホット
メルト樹脂としてポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂が好ましい。特に吸湿率が
低いポリオレフィン樹脂を用いることが好ましい。また光透過性の高い樹脂として、ポリ
オレフィン系樹脂が好ましい。したがって蛍光体保護層１３としてポリオレフィン系樹脂
をベースにしたホットメルト樹脂がより好ましい。ポリオレフィン樹脂は、エチレン－酢
酸ビニル共重合体、エチレン－アクリル酸共重合体、エチレン－アクリル酸エステル共重
合体、エチレン－メタクリル酸共重合体、エチレン－メタクリル酸エステル共重合体およ
び、アイオノマー樹脂から選ばれる少なくとも１種を主成分として含有することが好まし
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い。エチレン酢酸ビニル共重合体を主成分とするホットメルト樹脂としてヒロダイン７５
４４（ヒロダイン工業製）、エチレン－アクリル酸エステル共重合体を主成分とするホッ
トメルト樹脂としてＯ－４１２１（倉敷紡績製）、エチレン－メタクリル酸エステル共重
合体を主成分とするホットメルト樹脂としてＷ－４１１０（倉敷紡績製）、エチレン－ア
クリル酸エステル共重合体を主成分とするホットメルト樹脂としてＨ－２５００（倉敷紡
績製）、エチレン－アクリル酸共重合体を主成分とするホットメルト樹脂としてＰ－２２
００（倉敷紡績製）、エチレン－アクリル酸エステル共重合体を主成分とするホットメル
ト樹脂としてＺ－２（倉敷紡績製）等を用いることができる。
図２、図３、図４は、図１の本発明の放射線検出装置の製造方法を示す断面図である。
構成要素１０１～１０５、１１１によって構成されたセンサーパネル１００（図２）に、
上述した有機材料よりなる枠体１１を二次元配置された光電変換素子部を囲むよう枠状に
ディスペンス装置やスクリーン印刷装置等により形成する（図３）。
次に、アルカリハライドよりなる柱状構造結晶の蛍光体（例えば、ＣｓＩ：Ｔｌ、タリウ
ム活性化沃化セシウム）よりなる蛍光体層１１２を蛍光体層形成蒸着装置によって形成す
る。このとき、センサーパネル１００は蛍光体蒸着ステージ上に載置され、接続リード１
０４等の非蛍光体層形成面は装置にセットする際のホルダー２１と枠体１１によりマスキ
ングされ、蛍光体層１１２は枠状に形成した枠体１１の内側の蛍光体下地層１１１上に形
成される（図４）。形成された蛍光体層１１２上に蛍光体保護層１３を形成する。このと
き、蛍光体保護層１３は蛍光体層１１２の表面と密着し、また外周部においては枠体１１
の表面に接するよう形成され、蛍光体層１１２は枠体１１と蛍光体保護層１３で覆われる
。次に反射層保護層上１５に予め反射層１４が形成されたシートを枠体１１と蛍光体保護
層１３上に形成し、本実施例の放射線検出装置（図１）を作製する。
以下、蛍光体層１１２上に蛍光体保護層を形成する方法について図５を用いて説明する。
【００１９】
　まず図５（ａ）に示すように、溶融されたホットメルト樹脂４０１をタンク（不図示）
及びダイコータ４００内に準備し、センサーパネル１００の枠体１１上の所定の位置に配
置する。次に図５（ｂ）に示すように、枠体１１の所定の位置より溶融されたホットメル
ト樹脂４０１を射出しながらダイコータ４００を走査して枠体１１及び蛍光体層１１２の
上面に塗布する。次に図５（ｃ）に示すように、枠体１１及び蛍光体層１１２にホットメ
ルト樹脂を塗布して被覆し、放熱硬化し、蛍光体保護層１３を形成し、さらに反射層保護
層上１５に予め反射層１４が形成されたシートを枠体１１と蛍光体保護層１３上に形成し
て終了する。
【００２０】
　反射層保護層上１５に反射層１４、蛍光体保護層１３が形成された蛍光体保護シートを
作成し、この蛍光体保護シートを熱ラミネートで蛍光体層７の表面に形成することもでき
る。
すなわち、図６（ａ）、（ｂ）に示されるように、溶融されたホットメルト樹脂をタンク
４０２、４０３及びダイコータ４０９内に準備するとともに、ロール状に準備された金属
箔または金属蒸着膜等の反射層１４及び反射層保護層１５の積層からなる積層シートを準
備し、しわ取りロール４０４，４０５によってしわを伸ばされた積層シート上に成形ロー
ル４０６，４０７間で溶融されたホットメルト樹脂４０１を押し出しコート法により塗布
し、成形ロール４０７により成形後、冷却ロール４０８にて冷却硬化し、切断手段４１０
にて所定のサイズに切り出す。こうして、金属箔または金属蒸着膜１４上にホットメルト
樹脂からなる蛍光体保護層１３を形成し、図６（ｂ）で示される蛍光体保護シートを形成
する。次に図７（ａ）に示すように、得られた蛍光体保護シートをセンサーパネル１００
の蛍光体下地層１１１上及び蛍光体層１１２上に重ねて、熱ラミネートローラ４１１によ
ってホットメルト樹脂の溶融温度以上にホットメルト樹脂を加熱して溶融し、熱ラミネー
トローラ４１１及び搬送ローラ４１２を用いて放射線検出装置を移動させて、枠体１１上
の蛍光体保護シート上の所定の開始位置から蛍光体層１１２上を熱ラミレートローラ４１
１が相対的に移動するようにして所定の開始位置から他端の枠体１１上まで加熱圧着する
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。ここで放射線検出装置を平面で９０°回転させて再度、枠体１１上の蛍光体保護シート
上の所定の開始位置から蛍光体層１１２上を熱ラミレートローラ２７が相対的に移動する
ようにして所定の開始位置から他の枠体１１上まで加熱圧着する。こうして、図７（ｂ）
に示すように、蛍光体保護シートが蛍光体層１１２及び枠体１１上に密着される。熱ラミ
ネートロールの温度は９０～１８０℃の範囲で調整する。熱ラミネートロールの回転速度
は０．０１～１ｍ/ｍｉｎの範囲で調整する。熱ラミネートロールの押圧力は、１～５０
ｋｇ/ｃｍ2の範囲で調整する。
【００２１】
　２次元光検出器として、ガラス基板上にアモルファスシリコンを用いたフォトセンサー
とＴＦＴからなる光電変換部を形成した場合について説明したが、ＣＣＤやＣＭＯＳセン
サ等を２次元状に配置した撮像素子を形成した半導体単結晶基板上に下地層、蛍光体層を
配置することで同様の放射線検出装置を構成することができる。
【実施例１】
【００２２】
　次に、本発明の放射線検出装置を実施例に基づいて詳細に説明する。
【００２３】
　図２に示すように、ガラス等の基板１０１上の非晶質シリコンから成る半導体薄膜上に
フォトセンサー（光電変換素子）１０２とＴＦＴからなる光電変換部（受光部）および配
線１０３を形成し、その上にＳｉＮx よりなるセンサー保護層（第１の保護層）１０５と
、さらにポリイミド樹脂を硬化した蛍光体下地層１１１を形成してセンサーパネル１００
を作製した。
【００２４】
　次に、図３に示すように蛍光体下地層１１１上にエポキシ樹脂よりなる枠体１１をセン
サーパネル上に二次元配置された光電変換部を囲むよう枠状にディスペンス装置により幅
２ｍｍ、高さ０．５ｍｍで塗布硬化形成し、その後、図４に示すように、アルカリハライ
ドよりなる柱状構造結晶の蛍光体（例えば、ＣｓＩ：Ｔｌ、タリウム活性化沃化セシウム
）よりなる蛍光体層１１２を蛍光体層形成蒸着装置によって形成した。このとき、接続リ
ード１０４等の非蛍光体層形成面上にマスキングの役目を担う装置のホルダー部（マスク
部材）２１が配置され、ホルダー部２１はセンサーパネル上に形成した枠体１１に密着さ
せるようセットし（蛍光体層の形成領域以外をマスクするように、ホルダー部が枠部材で
支持される）、蛍光体層１１２を蒸着させた。蛍光体層１１２は厚さ０．５ｍｍ形成し、
二次元に配置されている光電変換部の上面を覆うよう蛍光体下地層１１１上に形成され、
また、枠体１１の側壁に接し同一の高さに形成させた（図４）。
【００２５】
　更に、予めＰＥＴの反射層保護層１５に反射層１４としてＡｌ膜が形成されたフィルム
状シートの反射層形成面にポリオレフィン樹脂からなるホットメルト樹脂からなる蛍光体
保護層１３をヒートローラーを用い転写接着させ３層のフィルム状シート（図６）とし、
３層のフィルムシートを図４まで作製したセンサーパネルの蛍光体層１１２を覆い且つ３
層フィルムシートの外周が枠体１１の上面にかかるように蛍光体保護層１３の面と対向す
るよう配置し、ヒートローラーにより加熱押圧し蛍光体保護層１３の溶着により配置固定
させる（図７）。このとき、蛍光体層１１２は枠体１１と蛍光体保護層１３が接して覆わ
れる。以上により本実施例の放射線検出装置（図１）を作製する。
【００２６】
　本実施例のような構成においては、センサーパネル上に枠体を設け蛍光体層を蒸着形成
しているので、静電気による光電変換部や配線の影響を防止でき歩留まりの高く、安定し
た生産ができ、また、本実施例の放射線検出装置は、センサーパネル作成後の工程におい
て高価で形成レートの低いＣＶＤ等の真空蒸着装置を必要としないため、構成要素を安価
な装置により短時間で作製でき、低コストな放射線検出装置が得られた。
【実施例２】
【００２７】
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図８は、本発明第２の実施例の放射線検出装置を示す模式的部分断面図である。尚、前述
の従来例の説明に用いた図１１及び第１の実施例の説明で用いた図１～図４と同一または
同等のものには、同一番号を付し、説明を簡略あるいは省略する。
図８の放射線撮像装置も第1の実施例と同様に枠部材１１を二次元配置された光電変換部
を囲むよう枠状にディスペンス装置やスクリーン印刷装置等により形成した後に、真空蒸
着ホルダーを設置し蛍光体層１１２を形成し、その後同様に蛍光体保護層１３を蛍光体層
１１２及び枠部材１１の表面と接するよう配置固定している。
図８で明らかなように本実施例では、センサーパネル１００上に形成する枠部材１１がセ
ンサーパネル上の蛍光体下地層１１１と第1の保護層１０５の双方に接するように配し形
成させている。本実施例の放射線検出装置も第１の実施例と同様の効果が得られた。
【実施例３】
【００２８】
センサーパネル上に形成される枠１１の形成高さと蛍光体層１１２の形成高さを同一に形
成しているがこれに限るものではなく、蛍光体層１１２の高さを枠部材１１より高くもし
くは低く形成し構成することもできる。
図９本発明の第３の実施例の放射線検出装置の放射線検出装置を示す模式的部分断面図で
あり、本実施例は、蛍光体層１１２を枠部材１１より高く形成した場合の例である。
この場合、蛍光体保護層１３を、図７に示すようにヒートローラーで加熱押圧し形成する
ときに、枠部材１１の表面が蛍光体層１１２より低くなってしまっているので、ヒートロ
ーラーの押し圧が弱くなり枠部材１１の表面と蛍光体保護層１３との接着性が劣る傾向が
できてしまうが、その後に図１０に示すように、枠部材１１表面上の蛍光体保護層１３を
バータイプの加熱加圧ヘッド４１３にて再度適正の加熱圧着（ホットプレス）し、ホット
プレス部３００を形成することで接着性を改善させている。
無論、本実施例のホットプレス部３００は、実施例1（図１）並びに実施例２（図８）で
説明した放射線検出装置の枠部材上に同様に形成できる。
ここで、ホットプレスの作用効果について説明すると、蛍光体保護層１３や、蛍光体保護
層１３，反射層１４，反射層保護層１５を有する蛍光体保護シートをセンサーパネルに貼
り合せる際の温度は、樹脂の融解温度相当で行うが、融解の際に微小な気泡が発生する場
合があり、その気泡によって部分的に密着力が小さくなる。蛍光体保護層５や蛍光体保護
シートの端部周辺でも同様の問題が考えられ、密着力が低下すると、ホットメルト樹脂と
センサーパネルとの界面からの水分の浸入のおそれがあり、それによって柱状結晶構造を
有する蛍光体層の潮解をもたらし、発光量、分解特性の劣化をもたらすことになるので、
更なる密着力の向上が望まれる。
蛍光体保護層１３の端部におけるホットプレスは、耐湿性の向上を目的とし、樹脂の融解
温度よりやや高めの加熱および加圧を行い、加熱によって樹脂を十分に融解させ、気泡が
発生しても加圧によって外部に押し出すことによって残気泡による密着力低下を防止し、
さらに加圧によって端部の接着層厚を薄くすることによって、外部からの水分侵入ルート
をせばめることが可能になる。更に、上記ホットプレスにより枠部材１１とホットメルト
樹脂からなる蛍光体保護層１３の密着力が向上し、外力による剥離の防止や耐湿性の向上
を行うことができる。
３００がホットプレス部（ヒートシール部）であり、ホットメルト樹脂の層の厚さが薄く
なっている。ホットプレス処理としては、例えば圧力１～１０ｋg/ｃｍ2、温度はホット
メルト樹脂の溶融開始温度より１０～５０℃以上の温度で１～６０秒間行われる。
【実施例４】
【００２９】
図１１は本発明による放射線検出装置のX線診断システムへの応用例を示したものである
。
【００３０】
　Ｘ線チューブ６０５０で発生したＸ線６０６０は患者あるいは被験者６０６１の胸部６
０６２を透過し、図１１に示したような放射線検出装置（イメージセンサ）６０４０に入
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射する。この入射したＸ線には患者６０６１の体内部の情報が含まれている。Ｘ線の入射
に対応してシンチレーター（蛍光体層）は発光し、これをセンサーパネルの光電変換素子
が光電変換して、電気的情報を得る。この情報はディジタルに変換され信号処理手段とな
るイメージプロセッサ６０７０により画像処理され制御室の表示手段となるディスプレイ
６０８０で観察できる。
【００３１】
　また、この情報は電話回線６０９０等の伝送処理手段により遠隔地へ転送でき、別の場
所のドクタールームなどの表示手段となるディスプレイ６０８１に表示もしくは光ディス
ク等の記録手段に保存することができ、遠隔地の医師が診断することも可能である。また
記録手段となるフィルムプロセッサ６１００によりフィルム６１１０に記録することもで
きる。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
以上説明したように、本発明は、医療用のＸ線センサ等に応用することが可能であるが、
非破壊破壊検査等のそれ以外の用途に応用した場合にも有効である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の放射線検出装置における実施形態を示す断面図である。
【図２】本発明の放射線検出装置における実施形態の製造方法を示す断面図である。
【図３】本発明の放射線検出装置における実施形態の製造方法を示す断面図である。
【図４】本発明の放射線検出装置における実施形態の製造方法を示す断面図である。
【図５】蛍光体層１１２上に蛍光体保護層を形成する方法を示す断面図である。
【図６】蛍光体層１１２上に蛍光体保護層を形成する方法を示す断面図である。
【図７】蛍光体層１１２上に蛍光体保護層を形成する方法を示す断面図である。
【図８】本発明第２の実施例の放射線検出装置における実施形態を示す断面図である。
【図９】本発明第３の実施例の放射線検出装置における実施形態を示す断面図である。
【図１０】ヒートシール（ホットプレス）部の形成方法を示す断面図である。
【図１１】本発明による放射線撮影システムの構成を示す概念図である。
【図１２】従来の放射線検出装置における実施形態の示す断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１１　枠体
　１００　センサーパネル
　１０１　基板
　１０２　光電変換素子
　１０３　配線
　１０４　接続リード
　１０５　センサー保護層（第１の保護層）
　１１１　蛍光体下地層（第２の保護層）
　１１２　蛍光体層
　１３、１１３　蛍光体保護層
　１４、１１４　反射層
　１５、１１５　反射層保護層
　１１６　保護樹脂
　１１７　封止樹脂
　３００　ホットプレス部
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